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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の画像及び第２の画像を出射する表示部と、
　前記表示部から出射された前記第１の画像及び前記第２の画像が入射され、入射された
前記第１の画像を透過させて、かつ、入射された前記第２の画像を反射することによって
表示媒体に投射するビームスプリッタと、
　前記ビームスプリッタを透過した前記第１の画像が入射され、入射された前記第１の画
像を反射することによって前記表示媒体に投射する第１のミラーと、
　前記表示部から出射された前記第１の画像及び前記第２の画像を前記ビームスプリッタ
に向けて反射する第２のミラーと、を備える
　表示装置。
【請求項２】
　前記第１の画像及び前記第２の画像は、前記表示媒体の異なる領域に投射される
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記表示部は、
　前記第１の画像を出力する第１の表示素子と、
　前記第２の画像を出力する第２の表示素子と、
　前記第１の表示素子から出力された前記第１の画像、及び、前記第２の表示素子から出
力された前記第２の画像を合波した後、出射する合波器と、を備える
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　請求項１又は２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記第１のミラーは、集光力を持つ
　請求項１～３のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記ビームスプリッタは、反射光に対して集光力を持ち、透過光に対して集光力を持た
ない
　請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記第１の画像及び前記第２の画像は、互いに異なるタイミングで前記表示部から出射
され、
　前記ビームスプリッタの反射率は、前記第１の画像を透過し、前記第２の画像を反射す
るように切り替えられる
　請求項１～５のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記第１の画像及び前記第２の画像は、互いに異なる光波長分布を有し、
　前記ビームスプリッタは波長選択ミラーである
　請求項１～５のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記波長選択ミラーはホログラムである
　請求項７に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記第１の画像及び前記第２の画像は、互いに異なる偏光方向の光からなり、
　前記ビームスプリッタは、偏光ビームスプリッタである
　請求項１～５のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１０】
　表示部と、
　第１のミラーと、第２のミラーと、を備える表示装置の表示方法であって、
　前記表示装置にビームスプリッタを設け、
　前記表示部に第１の画像及び第２の画像を出射させ、
　前記表示部から出射された前記第１の画像及び前記第２の画像を前記第２のミラーによ
って前記ビームスプリッタに向けて反射し、
　前記表示部から出射された前記第１の画像及び前記第２の画像を前記ビームスプリッタ
に入射し、
　前記ビームスプリッタに前記第１の画像を透過させ、かつ、前記ビームスプリッタに前
記第２の画像を反射させることによって表示媒体に投射し、
　前記ビームスプリッタを透過した前記第１の画像を前記第１のミラーに入射し、入射さ
れた前記第１の画像を前記第１のミラーに反射させることによって前記表示媒体に投射す
る
　表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に関し、特に、車両用の表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　車両用の表示装置として、ヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ）が知られている（例え
ば特許文献１参照）。ヘッドアップディスプレイでは、例えば、車両の状態を示すオブジ
ェクト（例えば、スピードメータ）や、車両をナビゲートするためのオブジェクトが表示
される。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２０１２－５０７４２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ヘッドアップディスプレイにおいて、ユーザの視認容易性を向上するために表示画像を
拡大することが望まれる。しかしながら、一般に、表示画像を拡大する場合には、ヘッド
アップディスプレイの光学系の設置スペースも拡大される。
【０００５】
　本発明は、表示画像を拡大し、かつ、光学系の設置スペースの拡大を抑制できる表示装
置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様に係る表示装置は、第１の画像及び第２の画像を出射する表示部と、前
記表示部から出射された前記第１の画像及び前記第２の画像が入射され、入射された前記
第１の画像を透過させて、かつ、入射された前記第２の画像を反射することによって表示
媒体に投射するビームスプリッタと、前記ビームスプリッタを透過した前記第１の画像が
入射され、入射された前記第１の画像を反射することによって前記表示媒体に投射する第
１のミラーと、を備える。
【０００７】
　なお、これらの包括的又は具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュータ
プログラム又はコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体で実現されても
よい。また、これらの包括的又は具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュ
ータプログラム及び記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の表示装置は、表示画像を拡大し、かつ、光学系の設置スペースの拡大を抑制で
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、実施の形態１に係る表示装置の機能構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、実施の形態１に係る表示装置の車両内における配置例を示す模式図であ
る。
【図３】図３は、実施の形態１に係る投射部の内部構成を示す模式図である。
【図４】図４は、実施の形態１に係る表示装置の動作概要を示すフローチャートである。
【図５】図５は、実施の形態２に係る投射部の内部構成を示す模式図である。
【図６】図６は、実施の形態２に係る合波器の反射波長特性の概要を示す図である。
【図７】図７は、実施の形態２に係る表示装置の動作概要を示すフローチャートである。
【図８】図８は、ヘッドアップディスプレイの投射部の一例を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　（本発明の基礎となった知見）
　まず、本発明の基礎となった知見について、図８を用いて説明する。
【００１１】
　図８は、特許文献１に開示されたヘッドアップディスプレイの投射部を示す模式図であ
る。
【００１２】
　図８には、画像（画像を構成する光）を投射する投射部３００とともに、投射部３００
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からの画像が投射される表示媒体である風防ガラス１０１（フロントガラス）が示される
。
【００１３】
　図８に示されるように、投射部３００は、第１のミラー３０１と、第２のミラー３０２
と、表示部３０３と、を備える。
【００１４】
　図８に示される表示部３０３は、投射部３００から投射される画像を生成する画像生成
部である。表示部３０３は、例えば、液晶パネルなどから構成される。
【００１５】
　図８に示される第２のミラー３０２は、投射部３００の光学系を構成するミラーであり
、表示部３０３から入射された画像を第１のミラー３０１に向けて反射する。
【００１６】
　図８に示される第１のミラー３０１は、投射部３００の光学系を構成するミラーであり
、第２のミラー３０２から入射された画像を風防ガラス１０１に向けて反射する。
【００１７】
　ここで、ユーザが上記ヘッドアップディスプレイを用いる場合に、視認する表示画像（
虚像）の視認性をよくするために、また、表示画像内の情報量を増加させるために、当該
表示画像の寸法を大きくすることが望まれる。
【００１８】
　ここで、表示画像の水平方向（図８の紙面に垂直な方向）において表示画像の寸法を拡
大するためには、図８に示される投射部３００の光学系の水平方向における寸法を拡大し
なければならない。
【００１９】
　また、鉛直方向（図８の上下方向）における表示画像の寸法を拡大する場合には、以下
に述べるとおり、水平方向における表示画像の寸法を拡大する場合より一層光学系の寸法
を拡大する必要がある。まず、鉛直方向において表示画像の寸法を拡大するために、水平
方向の場合と同様に、投射部３００の光学系の鉛直方向の寸法を拡大する必要がある。さ
らに、拡大された第１のミラー３０１に拡大された画像を入射するために、第２のミラー
３０２を第１のミラー３０１から遠ざける必要がある。したがって、鉛直方向において表
示画像の寸法を拡大するためには、光学系を、鉛直方向だけでなく、車両の前後方向（図
８の左右方向）にも拡大する必要がある。そのため、光学系を車両のダッシュボード内の
限られた空間に収納するためには、表示画像の鉛直方向における寸法の拡大は、水平方向
における寸法の拡大より一層制限される。
【００２０】
　本発明は、上記知見に基づいてなされたものであり、表示画像を拡大し、かつ、光学系
の設置スペースの拡大を抑制できる表示装置を提供することを目的とする。
【００２１】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る表示装置は、第１の画像及び第２の
画像を出射する表示部と、前記表示部から出射された前記第１の画像及び前記第２の画像
が入射され、入射された前記第１の画像を透過させて、かつ、入射された前記第２の画像
を反射することによって表示媒体に投射するビームスプリッタと、前記ビームスプリッタ
を透過した前記第１の画像が入射され、入射された前記第１の画像を反射することによっ
て前記表示媒体に投射する第１のミラーと、を備える。
【００２２】
　また、前記第１の画像及び前記第２の画像は、前記表示媒体の異なる領域に投射されて
もよい。
【００２３】
　また、前記表示部から出射された前記第１の画像及び前記第２の画像を前記ビームスプ
リッタに向けて反射する第２のミラーをさらに備えてもよい。
【００２４】
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　また、前記表示部は、前記第１の画像を出力する第１の表示素子と、前記第２の画像を
出力する第２の表示素子と、前記第１の表示素子から出力された前記第１の画像、及び、
前記第２の表示素子から出力された前記第２の画像を合波した後、出射する合波器と、を
備えてもよい。
【００２５】
　また、前記第１のミラーは、集光力を持ってもよい。
【００２６】
　また、前記ビームスプリッタは、反射光に対して集光力を持ち、透過光に対して集光力
を持たなくてもよい。
【００２７】
　また、前記第１の画像及び前記第２の画像は、互いに異なるタイミングで前記表示部か
ら出射され、前記ビームスプリッタの反射率は、前記第１の画像を透過し、前記第２の画
像を反射するように切り替えられてもよい。
【００２８】
　また、前記第１の画像及び前記第２の画像は、互いに異なる光波長分布を有し、前記ビ
ームスプリッタは波長選択ミラーであってもよい。
【００２９】
　また、前記波長選択ミラーはホログラムであってもよい。
【００３０】
　また、前記第１の画像及び前記第２の画像は、互いに異なる偏光方向の光からなり、前
記ビームスプリッタは、偏光ビームスプリッタであってもよい。
【００３１】
　また、上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る表示方法は、表示部と、第１
のミラーと、を備える表示装置の表示方法であって、前記表示装置にビームスプリッタを
設け、前記表示部に第１の画像及び第２の画像を出射させ、前記表示部から出射された前
記第１の画像及び前記第２の画像を前記ビームスプリッタに入射し、前記ビームスプリッ
タに前記第１の画像を透過させ、かつ、前記ビームスプリッタに前記第２の画像を反射さ
せることによって表示媒体に投射し、前記ビームスプリッタを透過した前記第１の画像を
前記第１のミラーに入射し、入射された前記第１の画像を前記第１のミラーに反射させる
ことによって前記表示媒体に投射する。
【００３２】
　なお、これらの全般的又は具体的な態様は、システム、装置、集積回路、又はコンピュ
ータプログラム又は記録媒体で実現されてもよい。また、これらの全般的又は具体的な態
様は、システム、装置、集積回路、コンピュータプログラム及び記録媒体の任意な組み合
わせで実現されてもよい。
【００３３】
　以下、実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。
【００３４】
　なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的又は具体的な例を示すものである
。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接
続形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない
。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載
されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
【００３５】
　（実施の形態１）
　以下、実施の形態１に係る表示装置について、図１～４を用いて説明する。
【００３６】
　［１－１．表示装置の構成］
　まず、本実施の形態に係る表示装置の構成について図１及び図２を用いて説明する。
【００３７】
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　図１は、本実施の形態に係る表示装置の機能構成を示すブロック図である。
【００３８】
　図２は、本実施の形態に係る表示装置の車両内における配置例を示す模式図である。
【００３９】
　図１に示されるように、表示装置１は、投射部１０と、制御部２０と取得部３０とを備
える。
【００４０】
　図１に示される表示装置１は、いわゆるヘッドアップディスプレイであり、図２に示さ
れるように車室内に設けられる。表示装置１は、風防ガラス１０１に画像を投射し、風防
ガラス１０１において反射された画像をユーザ２００に視認させる。
【００４１】
　図１及び図２に示される投射部１０は、画像を投射することができる画像投射装置であ
る。投射部１０は、内部に光学系を備えた画像投射装置であり、例えば、図２に示される
ように車両のダッシュボード内部に設けられる。なお、投射部１０の内部の詳細な構成に
ついては、後述する。
【００４２】
　投射部１０は、透光性を有する表示媒体である風防ガラス１０１に向けて光を投射し、
風防ガラス１０１における反射を利用して位置８０に画像（虚像）を結像させることがで
きる。
【００４３】
　図１に示される取得部３０は、車両から当該車両に関する情報を取得する。車両に関す
る情報は、具体的には、車速情報などである。なお、取得部３０は、スマートフォンや、
車両内に設けられたカーナビゲーション装置など、表示装置１とは異なる装置から情報を
取得してもよい。また、取得部３０の情報の取得には、有線又は無線のどのような通信ネ
ットワーク（又は、通信インターフェース）が用いられてもよい。
【００４４】
　図１に示される制御部２０は、取得部３０が取得した情報に応じて投射部１０に投射さ
せる画像を調整する処理部である。制御部２０は、例えば、取得部３０が取得した情報に
基づいて、ナビゲーション用の矢印を含む画像や、スピードメータを含む画像などを投射
させる。
【００４５】
　制御部２０は、具体的には、プロセッサである。なお、制御部２０は、ハードウェアの
みで構成されてもよいし、ハードウェアとソフトウェアとを組み合わせることにより実現
されてもよい。制御部２０は、例えば、マイコンなどでも実現できる。
【００４６】
　［１－２．投射部の構成］
　次に、本実施の形態に係る表示装置１の投射部１０の構成について詳細に説明する。
【００４７】
　図３は、本実施の形態に係る投射部１０の内部構成を示す模式図である。
【００４８】
　図３には、画像（画像を構成する光）を投射する投射部１０とともに、投射部１０から
の画像が投射される表示媒体である風防ガラス１０１が示される。
【００４９】
　図３に示されるように、投射部１０は、第１のミラー１１と、第２のミラー１２と、表
示部１３と、ビームスプリッタ１４と、を備える。
【００５０】
　図３に示される表示部１３は、投射部１０から投射される画像を生成する画像生成部で
ある。表示部１３は、例えば、液晶パネルなどから構成される。本実施の形態においては
、表示部１３は、第１のミラー１１で反射させるための第１の画像（画像を構成する光）
と、ビームスプリッタ１４で反射させるための第２の画像（画像を構成する光）とを、交
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互に出射する。
【００５１】
　図３に示される第２のミラー１２は、投射部１０の光学系を構成するミラーであり、表
示部１３から入射された画像をビームスプリッタ１４に向けて反射する。第２のミラー１
２は、平面ミラーであってもよいし、光学倍率、及び、表示部１３から出射される画像を
構成する光の発散角、及び、投射部１０の他の光学素子の形状等に応じた曲率半径や曲面
形状を有してもよい。第２のミラー１２の反射面等を構成する材料としては、表示部１３
から入射される画像を反射できる任意の材料を採用することができる。
【００５２】
　図３に示されるビームスプリッタ１４は、投射部１０の光学系を構成する光学素子であ
り、第２のミラー１２から入射された画像のうち、上記第１の画像を透過させ、かつ、上
記第２の画像を風防ガラス１０１に向けて反射する。本実施の形態においては、ビームス
プリッタ１４は、画像の透過及び反射を切り替えることができる光スイッチを用いる。こ
こで、光スイッチとしては、例えば、透過及び反射を印加電圧によって切り替えることが
できるスイッチャブルホログラムなどを用いることができる。また、ビームスプリッタ１
４の反射率（及び透過率）は、上記第１の画像を透過し、上記第２の画像を反射するよう
なタイミングで切り替えられる。
【００５３】
　図３に示される第１のミラー１１は、投射部１０の光学系を構成するミラーであり、ビ
ームスプリッタ１４を透過した画像が入射され、当該入射された画像を風防ガラス１０１
に向けて反射する。第１のミラー１１は、平面ミラーであってもよいし、凹面ミラーであ
ってもよい。また、第１のミラー１１を凹面ミラーとする場合は、ビームスプリッタ１４
として、反射光に対して集光力を持ち、透過光に対して集光力を持たない素子を用いても
よい。第１のミラー１１の反射面等を構成する材料としては、表示部１３から入射される
画像を反射できる任意の材料を採用することができる。
【００５４】
　［１－３．表示装置の表示方法］
　次に、以上で述べた表示装置１における表示方法について、図４を用いて説明する。
【００５５】
　図４は、表示装置１の動作概要を示すフローチャートである。
【００５６】
　まず、投射部１０の光学系が所定の位置にセットされる（Ｓ１）。ここで、当該光学系
には、第１のミラー１１と、第２のミラー１２と、ビームスプリッタ１４とが含まれる。
【００５７】
　次に、制御部２０から表示部１３に向けて表示すべき画像の情報が出力され、当該画像
の情報に基づいて表示部１３から第２のミラー１２に向けて画像が出射される（Ｓ２）。
ここで、当該画像の情報には、上述した第１の画像及び第２の画像を生成するための情報
が含まれ、表示部１３が出射する画像には、第１の画像及び第２の画像が含まれる。また
、本実施の形態においては、表示部１３は、第１の画像及び第２の画像を、互いに異なる
タイミングで交互に出射する。
【００５８】
　次に、第２のミラー１２は、表示部１３から入射された画像を、ビームスプリッタ１４
に向けて反射する（Ｓ３）。そして、ビームスプリッタ１４に画像が入射される（Ｓ４）
。
【００５９】
　ビームスプリッタ１４に画像が入射されるとき、第１の画像が入射されるタイミングで
あれば（Ｓ５でＹｅｓ）、ビームスプリッタ１４は、制御部２０によって透過率を高めら
れることによって、第１の画像を透過させる（Ｓ６）。ビームスプリッタ１４を透過した
第１の画像は、第１のミラー１１に入射され、入射された第１の画像は、第１のミラー１
１によって反射されることによって風防ガラス１０１に投射される（Ｓ７）。一方、ビー
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ムスプリッタ１４に第１の画像が入射されるタイミングでなければ（Ｓ５でＮｏ）、ビー
ムスプリッタ１４は、制御部２０によって反射率を高められることによって、第２の画像
を風防ガラス１０１へ向けて反射する。これにより、第２の画像は風防ガラス１０１に投
射される（Ｓ８）。
【００６０】
　以上のように、本実施の形態においては、表示部１３から出射された画像が、第１の画
像及び第２の画像に分離されて、それぞれ、第１のミラー１１及びビームスプリッタ１４
から風防ガラス１０１に投射される。したがって、第１の画像及び第２の画像を風防ガラ
ス１０１の異なる領域に投射することで、ユーザ２００に視認される表示画像の鉛直方向
における寸法を拡大することができる。しかも、本実施の形態においては、第１の画像及
び第２の画像の光路が一部共通化されているため、光学系の拡大が抑制される。
【００６１】
　本実施の形態においては、表示部１３によって、第１の画像と第２の画像とを、交互に
高速に切り替えてもよい。これにより、ユーザ２００の眼には、第１の画像と第２の画像
とが同時に表示されているかのように視認される。
【００６２】
　なお、本実施の形態においては、第２のミラー１２を用いる構成を示したが、第２のミ
ラー１２を用いなくてもよい。すなわち、表示部１３から出射される画像を直接ビームス
プリッタ１４に入射してもよい。これにより、光学系を簡素化することができる。
【００６３】
　（実施の形態２）
　次に、実施の形態２に係る表示装置について説明する。
【００６４】
　上記実施の形態１においては、互いに異なるタイミングで第１の画像及び第２の画像が
ビームスプリッタに入射される構成として、第１の画像と第２の画像とを分離した。これ
に対して、本実施の形態においては、互いに異なる波長分布を有する第１の画像と第２の
画像とを用いることによって、第１の画像と第２の画像とを分離する。
【００６５】
　本実施の形態は、上記実施の形態１と投射部の構成において主に相違するため、以下、
投射部について詳述し、その他の構成については説明を省略する。
【００６６】
　［２－１．投射部の構成］
　本実施の形態に係る投射部の構成について図５及び図６を用いて説明する。
【００６７】
　図５は、本実施の形態に係る投射部１０ａの内部構成を示す模式図である。
【００６８】
　図５に示されるように、投射部１０ａは、第１のミラー１１と、表示部１３ａと、ビー
ムスプリッタ１４ａと、を備える。
【００６９】
　図５に示される表示部１３ａは、投射部１０ａから投射される画像を生成する画像生成
部である。図５に示されるように、表示部１３ａは、第１の表示素子１３１ａ及び第２の
表示素子１３１ｂと、第１の光源１３２ａ及び第２の光源１３２ｂと、合波器１３３とを
備える。
【００７０】
　表示部１３ａの第１の光源１３２ａ及び第２の光源１３２ｂは、それぞれ、第１の表示
素子１３１ａ及び第２の表示素子１３１ｂに光を出力する光源である。本実施の形態にお
いては、第１の光源１３２ａ及び第２の光源１３２ｂは、互いに異なる波長分布を有する
。第１の光源１３２ａは、主に、波長Ｂ１の青色光、波長Ｇ１の緑色光及び波長Ｒ１の赤
色光を出力する光源である。また、第２の光源１３２ｂは、主に、波長Ｂ２（≠Ｂ１）の
青色光、波長Ｇ２（≠Ｇ１）の緑色光及び波長Ｒ２（≠Ｇ１）の赤色光を出力する光源で
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ある。上記各光源としては、例えば、各波長のレーザ光を出力する半導体レーザ素子、固
体レーザ素子などを組み合わせた光源を用いることができる。
【００７１】
　表示部１３ａの第１の表示素子１３１ａ及び第２の表示素子１３１ｂは、例えば、液晶
パネルなどから構成される。本実施の形態においては、第１の表示素子１３１ａは、第１
のミラー１１で反射させるための第１の画像（画像を構成する光）を出力し、第２の表示
素子１３１ｂは、ビームスプリッタ１４ａで反射させるための第２の画像（画像を構成す
る光）を出力する。
【００７２】
　表示部１３ａの合波器１３３は、第１の表示素子１３１ａから入力された第１の画像、
及び、第２の表示素子１３１ｂから入力された第２の画像を合波して、ビームスプリッタ
１４ａに向けて出射する光学素子である。ここで、合波器１３３の反射波長特性について
図６を用いて説明する。
【００７３】
　図６は、合波器１３３の反射波長特性の概要を示す図である。図６に示されるように、
合波器１３３は、第２の光源１３２ｂ（及び第２の表示素子１３１ｂ）から出力される光
の波長帯域においてを高い反射率を有し、第１の光源１３２ａ（及び第１の表示素子１３
１ａ）から出力される光の波長帯域において低い反射率を有する。これにより、合波器１
３３は、第２の表示素子１３１ｂから出射される第２の画像だけを反射する。また、この
際、合波器１３３は、第２の画像の進行方向を９０度偏向させる。これにより、合波器１
３３は、第１の画像及び第２の画像を合波して出力することができる。このような特性を
有する合波器１３３は、例えば、ホログラムを用いて実現することができる。
【００７４】
　図５に示されるビームスプリッタ１４ａは、合波器１３３から出射された第１の画像及
び第２の画像のうち、上記第１の画像を透過させ、かつ、上記第２の画像を風防ガラス１
０１に向けて反射する光学素子である。本実施の形態においては、ビームスプリッタ１４
ａは、上記の合波器１３３と同様の反射波長特性（図６）を有する光学素子によって構成
される。したがって、ビームスプリッタ１４ａとして、例えば、合波器１３３と同一の光
学素子を用いてもよい。
【００７５】
　図５に示される第１のミラー１１は、上記実施の形態１の投射部１０において用いられ
るものと同様であるため、説明を省略する。
【００７６】
　［２－２．表示装置の表示方法］
　次に、以上で述べた本実施の形態に係る表示装置における表示方法について、図７を用
いて説明する。
【００７７】
　図７は、本実施の形態の表示装置の動作概要を示すフローチャートである。
【００７８】
　まず、投射部１０ａの光学系が所定の位置にセットされる（Ｓ１１）。ここで、当該光
学系には、第１のミラー１１と、ビームスプリッタ１４ａとが含まれる。
【００７９】
　次に、制御部２０から表示部１３ａに向けて表示すべき画像の情報が出力される。そし
て、その情報に基づいて、第１の光源１３２ａ及び第２の光源１３２ｂ、並びに、第１の
表示素子１３１ａ及び第２の表示素子１３１ｂが駆動され、第１の表示素子１３１ａ及び
第２の表示素子１３１ｂから、それぞれ、第１の画像及び第２の画像が出力される（Ｓ１
２）。
【００８０】
　次に、第１の表示素子１３１ａから出力された第１の画像及び第２の表示素子１３１ｂ
から出力された第２の画像が合波器１３３に入力され（Ｓ１３）、合波器１３３によって
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合波された後（Ｓ１４）、ビームスプリッタ１４ａへ向けて出射される（Ｓ１５）。そし
て、ビームスプリッタ１４ａに第１の画像及び第２の画像が入射される（Ｓ１６）。
【００８１】
　ビームスプリッタ１４ａは、入射された画像のうち、第１の画像を透過させ、かつ、第
２の画像を反射させることによって風防ガラス１０１に投射する（Ｓ１７）。
【００８２】
　ビームスプリッタ１４ａを透過した第１の画像は、第１のミラー１１に入射され、第１
のミラー１１によって反射されることによって風防ガラス１０１に投射される（Ｓ１８）
。
【００８３】
　以上のように、本実施の形態においては、表示部１３ａから出射された第１の画像及び
第２の画像が、ビームスプリッタ１４ａによって分離されて、それぞれ、第１のミラー１
１及びビームスプリッタ１４ａから風防ガラス１０１に投射される。したがって、第１の
画像及び第２の画像の風防ガラス１０１への投射領域を互いに異なる領域に設定すること
で、ユーザ２００に視認される表示画像の鉛直方向における寸法を拡大することができる
。しかも、本実施の形態においては、第１の画像及び第２の画像の光路が一部共通化され
ているため、光学系の拡大が抑制される。
【００８４】
　さらに、本実施の形態においては、第１の画像及び第２の画像を同時に表示することが
できる。
【００８５】
　また、本実施の形態においては、第１の画像及び第２の画像とも、カラー画像となるよ
うに主に三つの波長帯域の光で構成したが、各画像の有する波長分布はこれに限られない
。例えば、各画像を互いに異なる一つの波長帯域の光で構成してもよい。
【００８６】
　また、本実施の形態においては、上記実施の形態１で用いられた第２のミラーを用いな
い構成を示したが、本実施の形態においても第２のミラーを表示部１３ａとビームスプリ
ッタ１４ａとの間に設けてもよい。これにより、光学系の設計の自由度が向上する。
【００８７】
　（その他の実施の形態）
　以上のように、本発明の例示として、実施の形態１及び実施の形態２を説明した。しか
しながら、本発明は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加、省略などを行っ
た実施の形態にも適用可能である。また、上記各実施の形態で説明した各構成要素を組み
合わせて、新たな実施の形態とすることも可能である。
【００８８】
　例えば、上記各実施の形態においては、第１の画像及び第２の画像を投射する透光性を
有する表示媒体として風防ガラス１０１を用いる構成を示したが、表示媒体としては、こ
れに限られない。例えば、一つ又は複数のコンバイナを用いてもよい。
【００８９】
　また、上記各実施の形態において、第１の画像及び第２の画像を隣接させて表示するこ
とも、分離して表示することも可能である。例えば、風防ガラス１０１の下端部付近に第
１の画像を、上端部付近に第２の画像を、それぞれ投射してもよい。これによれば、ユー
ザ２００の前方の視界を妨げることを抑制することができる。
【００９０】
　また、上記実施の形態２においては、第１の画像及び第２の画像が互いに異なる波長分
布の光からなる構成を示したが、第１の画像及び第２の画像が、互いに異なる偏光方向の
光からなる構成を用いることも可能である。この場合、合波器及びビームスプリッタとし
ては、偏光ビームスプリッタを用いることができる。
【００９１】
　また、本発明の表示装置において、第１の画像及び第２の画像として、それぞれ、二次
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【００９２】
　また、上記各実施の形態に係る表示装置は、車両以外の輸送用機器（例えば、飛行機、
船舶など）に設けられてもよい。
【００９３】
　また、上記実施の形態において、各構成要素は、専用のハードウェアで構成されるか、
各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されてもよい。
各構成要素は、ＣＰＵ又はプロセッサなどのプログラム実行部が、ハードディスク又は半
導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行するこ
とによって実現されてもよい。
【００９４】
　以上、一つ又は複数の態様に係る表示装置（表示方法）について、実施の形態１及び実
施の形態２に基づいて説明したが、本発明は、これらの実施の形態に限定されるものでは
ない。本発明の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を上記各実施の形態に
施したものや、異なる実施の形態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、一
つ又は複数の態様の範囲内に含まれてもよい。
【００９５】
　例えば、上記各実施の形態において、特定の処理部が実行する処理を別の処理部が実行
してもよい。また、複数の処理の順序が変更されてもよいし、複数の処理が並行して実行
されてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００９６】
　本発明は、車両用のヘッドアップディスプレイとして有用である。
【符号の説明】
【００９７】
　１　表示装置
　１０、１０ａ、３００　投射部
　１１、３０１　第１のミラー
　１２、３０２　第２のミラー
　１３、１３ａ、３０３　表示部
　１４、１４ａ　ビームスプリッタ
　２０　制御部
　３０　取得部
　８０　位置
　１０１　風防ガラス
　１３１ａ　第１の表示素子
　１３１ｂ　第２の表示素子
　１３２ａ　第１の光源
　１３２ｂ　第２の光源
　１３３　合波器
　２００　ユーザ
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